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立命館大学における人を対象とする研究倫理審査委員会 

（2010 年１2 月更新版) 

（人を対象とする）研究の計画案作成 

研究者自身による自己チェック 

（チェックシート、規程、申請書等は各自がダウンロード） 

① 研究倫理審査申請書に記入し審査委員会事務局（衣笠Ｃ・ＢＫＣ）に提出 

申請する 申請しない 

判定原案の作成および論点の集約（暫定審査） 

立命館大学における人を対象

とする研究倫理審査委員会に

おける審査（通常/合議） 

＊＊＊毎月実施＊＊＊ 

立命館大学

研究倫理委

員会へ審査

結果を報告 

審査内容によっ

ては、立命館大学

びわこ・くさつキ

ャンパス生命倫

理審査委員会他、

適切な審査委員

会へ移管する。 

審査の判定と研究者への通知 

研究開始 

立命館大学における人を対象

とする研究倫理審査委員会に

おける審査（簡易/書面） 

研究計画の中途変更 
疑義申出／再審査申請 

(1)承認 
(2)条件付  

承認 

(3)変更 

の勧告 
(4)不承認 (5)非該当 

計画変更 審査せず 
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再審査申請の場合、理由を 

添えて申請書を再提出。①へ 

す
る 

す
る しない 

する 
する 

疑義申出 

条件充足 
委員長による確認 

申請書を再提出。①へ 

しない 

(２)条件付き承認、(３)変更の勧告 の場合、 
審査結果通知から数えて３回目の審査委員会開催までに、 
審査委員会所見（コメント）に対する条件充足、計画変更等の 
回答なき場合は、申請取り消しとみなす。 

しない しない 


